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①トラックドライバーの時間外労働の上限規制

②トラックドライバーに適用される「改善基準告示」

①時間外労働の上限規制 ②「改善基準告示」の主な内容

令和６年４月１日以降の
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〇時間外労働の上限規制、 改善基準告示等の内容に関する説明会を滋賀県トラック協会と連携して県内
３か所の労働基準監督署により実施した。

時間外労働の上限規制、 改善基準告示等の周知に向けた取組
（トラック運送事業者に対する説明会について）

〇大津労働基準監督署：大津支部、湖西支部、湖南支部
〇彦根労働基準監督署：彦根支部、湖北支部
〇東近江労働基準監督署：甲賀支部、湖東支部

〇令和６年10月～12月、滋賀県トラック協会の７支部を県内の監督署の管轄ごとに分け、合計３回開催。

令和６年度実施の説明会の参加状況

令和５年度実施の説明会の参加状況

開催会場 開催日 参加者数
守山会場（大津支部・湖西支部・湖南支部） 令和6年12月3日 40名
彦根会場（彦根支部・湖北支部） 令和6年10月25日 18名
東近江会場（甲賀支部・湖東支部） 令和6年11月28日 21名

79名合    計

開催会場 開催日 参加者数
守山会場（大津支部・湖西支部・湖南支部） 令和5年9月11日 162名
彦根会場（彦根支部・湖北支部） 令和5年9月25日 73名
東近江会場（甲賀支部・湖東支部） 令和5年9月29日 106名

341名合    計

令和5年度よりも参加者数が262名減少

説明会開催の周知用リーフレット
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トラックドライバーの働き方改革の推進に向けた滋賀労働局における主な取組

① 労働基準監督署による荷主への要請

② トラック・物流Gメンへの協力

③ 取引上の配慮を求めるリーフレットを作成

① 働き方改革推進支援助成金による支援

② 働き方改革推進支援センターによる支援

取引慣行の改善に向けた取組

トラック事業者を支援する取組

〇滋賀労働局においては、以下の取組により、取引慣行の改善に向けて、荷主に協力を得るための取組

を進めながら、働き方改革に取り組むトラック事業者への支援を行っている。
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労働基準監督署による荷主への要請



〈厚生労働省ＨＰ〉 5

厚生労働省のホームページにおける荷主情報の収集
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労働基準監督署の立入調査時に収集した情報に基づき荷主要請を実施した具体的事例

各種情報から違法な長時間労働が疑われたことから、道路貨物運送業を営む事業場（労働者16人）に、立入調査を実施した。

①労働基準監督署の立入調査で把握した事実

②労働基準監督署の指導
◆ 長時間にわたる違法な時間外労働を行わせたこと

・ 立入調査を実施した令和５年度時点では、自動車運転者に係る上限規制の適用はまだ猶予されていたが、36協定で定めた

上限時間を超えて時間外労働を行わせていたことが法違反となり是正勧告（労働基準法第32条違反）※最長で1か月当たり

152時間

・ 時間外・休日労働時間を１か月当たり80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導

◆ 自動車運転者の改善基準告示に違反していたこと

・ １月の拘束時間が293時間を超えていること（改善基準告示第４条１項１号違反）、１日の拘束時間が16時間を超えてい

ること（改善基準告示第４条１項２号違反）、勤務終了後に継続８時間以上の休息期間を与えていないこと（改善基準告示第

４条１項３号違反）について改善基準告示違反を指摘

〇 帰所後の翌日配送分の荷の積込み業務について、積込みアシスタントを配置することで、自動車運転者の労働時間・拘束時間を短縮し

た。

〇 労働時間・拘束時間について週次で状況を確認することとし、月の時間外労働や拘束時間の限度を超過しないように業務配分している。

③事業場の是正対応（抜粋）

④労働基準監督署の荷主への要請
□ 指導後の事業場からの報告により、時間外労働や拘束時間の一定の減少が確認されたものの、依然として長時間労働の実態

にある労働者が認められたことから、事業場の了解を得た上で、労働基準監督署職員による荷主企業への協力要請を行った。

□ 要請に当たっては、令和６年度から自動車運転者にも上限規制や改正された改善基準告示が適用されることから、一層の長

時間労働防止の取組が必要となること、その取組には荷主の理解と協力が不可欠であること等を説明し、要請書を交付した。

➡ 取組の結果、時間外・休日労働時間が１か月当たり80時間以内に減少したことを確認した。



荷主への要請時に使用するリーフレット「STOP！長時間の荷待ち」

自動車運転者労働時間等専門委員会報告 （令和４年９月27日） 「４ その他」 より抜粋

〇最新の施策を踏まえ、労働基準監督署による荷主への要請時に用いるリーフレットの内容を大きく改
定している（厚生労働省において作成）。
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荷主への要請時に使用するリーフレット「STOP！長時間の荷待ち」

〇労働基準監督署による荷主への要請時にリーフレット「STOP！長時間の荷待ち」を交付し、「改正
物流法」や「標準的運賃」についても併せて周知している。

8



9

滋賀労働局独自リーフレット「取引先の事業者等に長時間労働を生じさ
せていませんか？」

〇滋賀労働局において「取引先の事業者等に長時間労働を生じさせていませんか？」を作成し、労働基
準監督署による監督指導等で配布している。
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道路貨物運送業の災害発生状況について

道路貨物運送業に係る労働災害の
発生状況の推移について
（令和６年度は12月末現在の速報値）

墜落・転落,
38, 28.8%

動作の反動・無
理な動作, 
20, 15.2%

転倒, 
16, 12.1%

はさまれ・巻き込まれ,
15, 11.4%

激突され, 
11, 8.3%

交通事故,
11, 8.3%

激突, 
10, 7.6%

その他, 
11, 8.3%

道路貨物運送
業

R6(12/末)
132件

「墜落・転落」災害が最も多く、全体の約３割を
占めています。

令和６年（12月現在の速報値）の道路貨
物運送業に係る労働災害の「事
故の型」別発生状況について

（12月末現在速報値）

10



11

道路貨物運送業の災害発生状況について

労働災害が発生した場所等
労働災害の発生に起
因したもの等

「墜落・転落」災

害をさらに分析す

ると、荷主事業場

等の出張先におい

て、トラックの荷

台等から墜落した

災害の割合が、高

くなっています。

墜落・転落,
38, 28.8%

動作の反動・
無理な動作, 
20, 15.2%転倒, 

16, 12.1%

はさまれ・巻き込まれ,
15, 11.4%

激突され, 
11, 8.3%

交通事故,
11, 8.3%

激突, 
10, 7.6%

その他, 
11, 8.3%

道路貨物運送業
R6(12/末)

132件

令和６年（12月現在の速報値）の道路貨物運送業に係る「墜落・転落災害」38件の発生
状況について

荷主等, 24

自社, 8

移動中, 5

不明, 1

トラック, 29

はしご, 3

構築物等, 2
用具, 2

フォークリフト, 1
不明, 1

全体の63.2%
を占める

全体の76.3%
を占める



道路貨物運送業の労働災害事例について

荷主事業場の構内でトラック荷台上の荷をトラ
ッククレーンを使用し積み下ろすに作業を行って
いた。
その際、昇降台を使用せず荷台から降りようと

したため、足を踏み外し地面に墜落したもの。

トラックの荷の積み下ろし作業を行う際は、事
業者に昇降設備の使用が義務付けられているもの
の、作業を行う場所や環境等によっては、事業者
が用意した昇降設備が安全な昇降に適さない等の
理由により、墜落災害のリスクが高まる可能性が
あります。

法的義務では無いものの、「陸上貨物運送事
業における荷役作業の安全対策ガイドライン
」に基づき、荷主事業者等においても、道路
貨物運送業の労働災害防止対策への協力を行
うことが求められています。

【荷役作業ガイドライン】
墜落・転落による労働災害の防止対策
●荷主等が管理する施設において、できるだけプラットホーム（移動
式のものを含む。）、墜落防止柵・安全ネット、荷台への昇降設備等
の墜落・転落防止のための施設、設備を用意すること。

荷主等にて用意

荷主等

法的義務ではないものの、荷主事
業者等において適切な設備を用意
することが求められています。

荷主事業場の構内で発生した労働災害事例
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